




要約:小児事故防止のための保健指導、健康教育等を事業化し、都道府県レベルで展開す

る場合に考慮すべき事項を見いだすことを目的に、都道府県レベルの保健衛生部局の母子

保健担当者もしくは担当経験者に小児事故防止対策事業を展開する場合の実際的留意事項

について意見を聞いた。事業を展開する上では、事業を担当することになる行政内部の理

解を得るための活動が重要であること、国民の関心を高めるための活動も大切であること

などが指摘され、参考となった。


